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共済は、みんなでお金を出し合って、お祝い金やお見舞金を送って仲
間どうしで助け合うしくみをいいます。
うれしいとき、かなしいとき、全国の仲間があなたを応援します。よりよ

い共済をみんなで一緒に作りませんか？

自転車保険なら

「くらしの賠償責任共済」
埼玉県では自転車保険が義務化さ

れました。そこでお勧めなのが、全

教共済の「くらしの賠償責任共済」

です。月１００円の掛け金で無制限
の補償。加入者本人だけでなく、家

族全員を補償します。

訴えられた時のために
「くらしの賠償責任共済」

損害賠償金と訴訟費用の給付が最高

５０００万円となり、損害賠償の有
無を問わず見舞金も増額。さらに、

弁護士による相談も初期相談も充

実。特に運動部顧問の先生や養護の

先生にお勧めです。掛け金は月に

150円とペットボトル１本分でＯ
Ｋ。
詳しくは

埼玉県教職員共済会へ

ＴＥＬ ０４８－８２４－２７５９

または埼教組へ http://kyouiku-net.org


